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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月16日(2011.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚領域のデジタル画像を取得するデバイスと、
　対象皮膚疾患と関連する前記皮膚領域についての情報をユーザに提供するプロセッサと
、を含み、
　前記情報は、前記デジタル画像の定量分析の結果に依存して提供され、前記デジタル画
像によって、前記対象皮膚疾患を示す前記皮膚領域の全部又は一部の特徴が判断され、
　前記情報には、専門家が前記皮膚領域を診断しなければならないかどうかについてのユ
ーザへの指示指標が含まれていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記定量分析には、前記皮膚領域の全部または一部の前記特徴を前記対象皮膚疾患に付
随する閾値と比較することが含まれることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記皮膚領域の一部は、色素沈着した病変を含むことを特徴とする請求項１乃至２のう
ちいずれかに記載の装置。
【請求項４】
　前記対象皮膚疾患は、悪性腫瘍を含むことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか
に記載の装置。
【請求項５】
　前記定量分析は、悪性腫瘍を除外できないことを示唆することを特徴とする請求項１乃
至４のうちいずれかに記載の装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記皮膚領域を医師に診断させることの妥当性の指示指標をユーザ
に提供することを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項７】
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　前記定量分析は、悪性腫瘍を除外できることを示唆することを特徴とする請求項１乃至
４のうちいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記皮膚領域を専門家に診断させる必要はないという指示指標を提
供することを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記専門家は医師であり、前記ユーザは医師でないことを特徴とする請求項１、６及び
８のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　前記専門家は皮膚科医であり、前記ユーザは皮膚科医以外の医師であることを特徴とす
る請求項１、６及び８のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　前記ユーザは、認可されたヘルスケア提供者でないことを特徴とする請求項１記載の装
置。
【請求項１２】
　前記デバイスは、異なる時間に前記皮膚領域の異なるデジタル画像を取得し、前記プロ
セッサは、前記異なるデジタル画像の各々の定量分析に基づいた情報を提供することを特
徴とする請求項１乃至１１のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、各画像についての前記定量分析の結果の比較に基づいた情報を提供
し、当該提供された情報は、前記皮膚領域の疾患の変化が生じたかどうかを示す指示指標
を含むことを特徴とする請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記指示指標を提供するための可聴インジケータまたは可視インジケータを更に含むこ
とを特徴とする請求項１乃至１３のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　前記デジタル画像を取得する前記デバイスは、前記皮膚に用いられることを特徴とする
請求項１乃至１４のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１６】
　前記デバイスは、前記ユーザに始動させられて前記デジタル画像を取得することを特徴
とする請求項１乃至１５のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置の少なくとも一部は、手で持てることを特徴とする請求項１乃至１６のうちい
ずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　前記ユーザに提供された前記情報は、前記対象皮膚疾患の分類を含むことを特徴とする
請求項１乃至１７のうちいずれかに記載の装置。
【請求項１９】
　対象皮膚疾患を示す前記特徴は、高特異度及び高感度を有することを特徴とする請求項
１乃至１８のうちいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　前記特異度及び前記感度の両方は、一般集団において９０パーセントより大なることを
特徴とする請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　対象皮膚疾患を示す前記特徴は、医師による目視検査で認識できないことを特徴とする
請求項１乃至２０のうちいずれかに記載の装置。
【請求項２２】
　前記装置及び前記プロセッサは、単一の自立型ユニット又はパーソナル携帯情報機器（
ＰＤＡ）おいて統合されていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
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　前記パーソナル携帯情報機器は携帯用デバイスことを特徴とする請求項２２に記載の装
置。
【請求項２４】
　前記装置及び前記プロセッサは、携帯電話の一部であることを特徴とする請求項１に記
載の装置。
【請求項２５】
　皮膚領域の画像の定量分析に基づいて、情報をユーザに提供するステップを含み、
　当該ステップにおいて、前記画像によって、対象皮膚疾患を示す皮膚領域の全部又は一
部の特徴が判断され、
　前記情報には、専門家が前記皮膚領域を診断しなければならないかどうかについてのユ
ーザへの指示指標が含まれることを特徴とする方法。
【請求項２６】
　異なる時間に前記皮膚領域の画像を得るステップと、
　前記画像の各々について定量分析を行って、各画像について、前記皮膚領域の全部また
は一部の特徴を判断するステップと、
　各画像について前記定量分析の結果を比較するステップと、
　前記比較に基づいて、前記皮膚領域の疾患の変化が生じたかどうかを示す情報をユーザ
に提供するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記専門家は医師であり、前記ユーザは医師でないことを特徴とする請求項２５乃至２
６のうちいずれかに記載の方法。
【請求項２８】
　前記専門家は、皮膚科医であり、前記ユーザは皮膚科医以外の医師であることを特徴と
する請求項２５乃至２６のうちいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
　人の皮膚の画像に基づいてかつ一般集団内の人々の皮膚に関する統計情報に基づいて、
前記人の皮膚は対象疾患によって特徴づけられるかまたは特徴づけられないかを定量的に
判断するステップを含み、
　前記判断の質は、前記対象疾患に関連する前記皮膚についての専門家による診察が望ま
しいかどうかを確実に示すのに十分であることを特徴とする方法。
【請求項３０】
　人の皮膚の部位の画像を自動的に分析するステップと、
　前記皮膚の部位の疾患が人間の専門家によって更に分析されなければならないという指
示指標を自動的に提供するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３１】
　皮膚領域の前記画像は皮膚病変に関する画像を含み、
　前記定量分析は、
　皮膚病変の前記画像からｑＡＢＣＤパラメータ値を定量的に判断するステップと、
　一般集団からの統計情報に基づいて、高感度及び高特異度で、メラノーマでない病変と
メラノーマを除外できない病変とを区別するステップと、によって実行され、
　情報を前記ユーザに提供する前記ステップは、統計情報に基づく前記判断の結果の指示
指標を提供するステップを含むことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　ｑＡＢＣＤパラメータ値の各々を対応する閾値と比較するステップと、
　対応するｑＡＢＣＤパラメータ値が前記対応する閾値より大なる場合に、ｑＡＢＣＤ特
徴があると判断するステップと、
　ｑＡＢＣＤパラメータ値の各々が前記対応する閾値未満の場合に、ｑＡＢＣＤ特徴はな
いと判断するステップと、
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　を含むことを特徴とする請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
　撮像された皮膚病変のリファレンスデータベースから閾値の各々を得るステップを含み
、前記閾値の各々は対応するｑＡＢＣＤパラメータ値の診断精度を最大にすることを特徴
とする請求項３２記載の方法。
【請求項３４】
　ｑＡＢＣＤ特徴が前記皮膚病変内にある場合に、前記皮膚病変を前記専門家に診断させ
ることについての妥当性の指示指標を提供するステップを含むことを特徴とする請求項３
２記載の方法。
【請求項３５】
　前記感度及び前記特異度が９０パーセントより大なることを特徴とする請求項３１記載
の方法。
【請求項３６】
　皮膚領域の前記画像は皮膚病変に関する画像を含み、
　定量分析を実行するステップは、
　前記皮膚病変の画像のｑＲＩＮＧパラメータ値を定量的に判断するステップと、
　一般集団からの統計情報に基づいて、高感度及び高特異度で、メラノーマでない病変と
メラノーマとして除外できない病変とを区別するステップと、を含み、
　情報を前記ユーザに提供する前記ステップは、統計情報に基づく前記判断の結果につい
ての指示指標を提供するステップを含むことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３７】
　ｑＲＩＮＧパラメータ値の各々を対応する閾値と比較するステップと、
　対応するｑＲＩＮＧパラメータ値が前記対応する閾値より大なる場合に、ｑＲＩＮＧ特
徴があると判断するステップと、
　各ｑＲＩＮＧパラメータ値が前記対応する閾値未満の場合に、ｑＲＩＮＧ特徴がないと
判断するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　撮像された皮膚病変のリファレンスデータベースから閾値の各々を得るステップを含み
、前記閾値の各々は対応するｑＲＩＮＧパラメータ値の診断精度を最大にすることを特徴
とする請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
　１つまたは複数のｑＲＩＮＧ特徴がある場合に、前記皮膚病変を前記専門家に診断させ
ることについての妥当性の指示指標を提供することを特徴とする請求項３７記載の方法。
【請求項４０】
　前記特異度及び前記感度が９０パーセントより大なることを特徴とする請求項３６記載
の方法。
【請求項４１】
　皮膚病変を含む皮膚部位のデジタル画像を取得するためのカメラと、
　カメラに接続されて、前記皮膚病変内に悪性腫瘍を示す特徴の存在を判断せしめる前記
デジタル画像の定量分析に基づいて、前記特徴がある場合に、専門家に前記皮膚病変を診
断させる指示指標をユーザに提供し、前記特徴がない場合に、専門家に前記病変を診断さ
せる必要がないという指示指標をユーザに提供するようにプログラムされたプロセッサと
、
　前記プロセッサによって提供される前記皮膚病変の画像及び前記指示指標を表示するた
めのディスプレイと、を含むことを特徴とする装置。
【請求項４２】
　前記情報は、確定的な医療診断には必ずしも十分でないことを特徴とする請求項１記載
の装置。
【請求項４３】
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　前記情報は、確定的な医療診断には必ずしも十分でないことを特徴とする請求項２５記
載の方法。
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